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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
は
、
令
和

三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護

給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
訪
問
介
護
費
の
ヘ
の
注
、
訪
問
入
浴
介
護
費
の
ハ
の
注
、
通
所
介
護
費
の
ホ
の

注
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ヘ
の
注
、
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
ト
の
注
、
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ

の
⑻
の
注
、
ロ
の
⑽
の
注
、
ハ
の
⑻
の
注
、
ニ
の
⑻
の
注
若
し
く
は
ホ
の
⒁
の
注
若
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
費
の
チ
の
注
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基

準
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」

と
い
う
。
）
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ラ
の
注
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ヰ
の
注
、
介
護
療
養
施
設
サ
ー

ビ
ス
の
イ
の
⒇
の
注
、
ロ
の
⒅
の
注
若
し
く
は
ハ
の
⒄
の
注
若
し
く
は
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
ノ
の
注
、
こ
の
告

示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
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の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
チ
の
注
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
の
ニ
の
注
、
地
域
密
着
型
通

所
介
護
費
の
ニ
の
注
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
ニ
の
注
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
ワ
の
注
、
認
知

症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
ル
の
注
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ト
の
注
、
地
域
密
着
型
介

護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
ヰ
の
注
若
し
く
は
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
ヨ
の
注
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改

正
前
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護

給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
予
防
訪
問
入

浴
介
護
費
の
ハ
の
注
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
リ
の
注
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の

へ
の
注
、
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
の
⑺
の
注
、
ロ
の
⑼
の
注
、
ハ
の
⑺
の
注
、
ニ
の
⑺
の
注
若
し
く

は
ホ
の
⑿
の
注
若
し
く
は
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ホ
の
注
又
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い

う
。
）
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
ニ
の
注
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
リ
の
注

若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
ヌ
の
注
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
又
は
施
設
で

あ
っ
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
ト
の
注
、
訪

問
入
浴
介
護
費
の
ホ
の
注
、
通
所
介
護
費
の
ホ
の
注
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ヘ
の
注
、
短
期
入
所
生
活

介
護
費
の
ト
の
注
、
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
の
⑼
の
注
、
ロ
の
⑽
の
注
、
ハ
の
⑻
の
注
、
ニ
の
⑻
の
注
若
し
く
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は
ホ
の
⒁
の
注
若
し
く
は
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
チ
の
注
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
施
設
サ
ー

ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ム
の
注
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
オ
の
注
、
介

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
の
⒆
の
注
、
ロ
の
⒄
の
注
若
し
く
は
ハ
の
⒃
の
注
若
し
く
は
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の

オ
の
注
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
リ
の
注
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
の
ホ
の
注
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
ニ
の
注
、

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
ニ
の
注
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
ヨ
の
注
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
費
の
ワ
の
注
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
チ
の
注
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
費
の
ノ
の
注
若
し
く
は
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
ラ
の
注
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
ホ
の
注
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
費
の
ル
の
注
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
へ
の
注
、
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
の
⑻
の
注

、
ロ
の
⑼
の
注
、
ハ
の
⑺
の
注
、
ニ
の
⑺
の
注
若
し
く
は
ホ
の
⑿
の
注
若
し
く
は
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
費
の
ホ
の
注
又
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表

の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
ニ
の
注
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
ル
の
注
若
し
く

は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
ヲ
の
注
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
に
お
け
る
介
護
職
員

処
遇
改
善
加
算

及
び
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

の
算
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は

(Ⅳ)

(Ⅴ)

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
看
護
体
制
強
化
加
算
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
第
九

号
イ
の
⑴
の
㈣
（
同
告
示
第
百
四
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
並
び
に
同
告
示
第
百
四
号
に
規

定
す
る
同
告
示
第
九
号
イ
の
⑴
の
㈣
に
係
る
読
替
規
定
は
適
用
せ
ず
、
同
号
ロ
の
⑴
の
㈠
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
、
㈡
及
び
㈣
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
㈡
」
と
す
る
。

２

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

表
の
訪
問
看
護
費
の
ト
又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
ホ
の
加

算
を
算
定
し
て
い
る
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
令

和
五
年
四
月
一
日
以
後
に
、
看
護
職
員
の
離
職
等
に
よ
り
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

準
第
九
号
イ
の
⑴
の
㈣
に
掲
げ
る
基
準
（
同
告
示
第
百
四
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
適
合
し
な
く

な
っ
た
も
の
が
、
看
護
職
員
の
採
用
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
当
該
計
画
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
間
は
、
当
該
基
準
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
加
算
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
感
染
症
又
は
災
害
の
発
生
を
理
由
と
す
る
利
用
者
数
の
減
少
に
伴
う
加
算
に
係
る
経
過
措
置
）

第
四
条

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
３
及
び
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
２
、
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こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
イ

の
注
５
及
び
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
並
び
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
３
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

」
と
あ
る
の
は
、
「

」
と
す
る
。

月
平
均

月
平
均
又
は
前
年
同
月

（
Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算
に
係
る
経
過
措
置
）

第
五
条

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注

又
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介

11

護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
イ
の
注

に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
で
あ
っ
て
、
こ

12

の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注

又
12

は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
イ
の
注

に
係
る
届
出
を
行

14

っ
て
い
な
い
も
の
に
お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算

の
算
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は

(Ⅰ)

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注

及
び
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
地
域
密

11

着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
イ
の
注

中
「

」
と

Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算

(
)

Ⅰ

12

あ
る
の
は
、
「

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算

(
)

Ⅲ

２

令
和
三
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
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の
通
所
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注

及
び
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
イ
の
注
８
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改

12

正
後
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

並
び
に
こ

13

の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
イ
の

注

、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
９
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
イ
の
注

14
７
並
び
に
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
適
用
に
つ
い
て
は
、

13

翌
月
か
ら

月
以
内
の
期
間

翌
月
か
ら

月
以
内
の
期
間
又
は
満
了
日
の

こ
れ
ら
の
規
定
中
「

1
2

」
と
あ
る
の
は
、
「

1
2

」
と
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利

属
す
る
年
度
の
次
の
年
度
内

用
者
等
第
十
五
号
の
二
及
び
第
二
十
八
号
の
三
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算
の

算
定
を
開
始
す
る
月
の
前
年
の
同
月
か
ら
起
算
し
て
十
二
月
ま
で
の
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算

の
算
定
を
開
始
す
る
月
の
前
年
の
同
月
か
ら
起
算
し
て
十
二
月
ま
で
の
期
間
又
は
Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算
を
算
定
す
る

年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
」
と
す
る
。

（
生
活
行
為
向
上
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
に
係
る
経
過
措
置
）

第
六
条

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

10

位
数
表
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
４
の
規
定
に
よ
り
生
活
行
為
向
上
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
実
施
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
又
は
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
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ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
生
活
行
為
向
上
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
を
算
定
し
、
当
該
加
算
を
算
定
す
る
た

め
に
作
成
し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
計
画
で
定
め
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
又
は
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
期
間
中

に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
利
用
者
に
対
し
て
、
再
度
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
実
施
期
間
中
に
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
を
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌

月
か
ら
六
月
以
内
の
期
間
に
限
り
、
一
日
に
つ
き
所
定
単
位
数
の
百
分
の
十
五
に
相
当
す
る
単
位
数
を
所
定
単
位
数

か
ら
減
算
す
る
。

３

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

11

表
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
の
注
５
の
規
定
に
よ
り
所
定
単
位
数
を
減
算
し
て
い
る
指
定
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
又
は
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
減
算
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
八
条
第
三
項
及

び
第
八
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
第
六
号
の
適
用
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に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
該
当
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
場
合
又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
三
号
）
附
則
第

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
減
算
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同

告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
か
ら
ハ

ま
で
の
注

若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

11

費
の
イ
の
注
５
を
算
定
し
て
い
る
場
合
」
と
、
「
こ
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
等
の
施
設
基
準
に
係
る
経
過
措
置
）

第
七
条

令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
第

十
四
号
イ
及
び
ロ
（
同
告
示
第
七
十
六
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
五
十
五
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
安
全
管
理
体
制
未
実
施
減
算
に
係
る
経
過
措
置
）

第
八
条

令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単

位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
４
、
介
護

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注
８
、
ロ
の
⑴
及
び
⑵
の
注
７
並
び
に
ハ
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
６

並
び
に
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
注
４
並
び
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
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ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注
５

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
栄
養
管
理
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
の
減
算
に
係
る
経
過
措
置
）

第
九
条

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費

単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
６
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
５
、
介

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注
９
、
ロ
の
⑴
及
び
⑵
の
注
８
並
び
に
ハ
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

７
並
び
に
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
注
５
並
び
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

６
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
褥
瘡
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
に
係
る
経
過
措
置
）

じ

ょ

く

そ

う

第
十
条

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費

単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ツ
の
注
若
し
く
は
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ラ
の
注
又
は
こ
の
告
示
に

よ
る
改
正
前
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生

活
介
護
費
の
ラ
の
注
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
施
設
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ

ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
レ
の
注
若
し
く
は
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ナ
の
注

又
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
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じ
ょ

く
そ

う

じ
ょ
く
そ
う

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
ネ
の
注
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
に
お
け
る
褥
瘡
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
の

じ

ょ

く

そ

う

算
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
ツ
若
し
く
は
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ラ
又
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介

褥
瘡
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
ラ
中
「

」
と
あ
る
の
は
、
「

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

褥
瘡
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算

(
)

Ⅲ

（
排
せ
つ
支
援
加
算
に
係
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付

費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ネ
の
注
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ム
の
注
若
し
く
は
介
護
医
療
院

サ
ー
ビ
ス
の
ウ
の
注
又
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
ム
の
注
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
施
設
で
あ
っ
て
、
こ
の
告

示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ソ
の
注
、
介
護

保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ラ
の
注
若
し
く
は
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
ナ
の
注
又
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
ナ
の
注

の
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
に
お
け
る
排
せ
つ
支
援
加
算
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
施
設
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サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ネ
及
び
ネ
の
注
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

ム
及
び
ム
の
注
若
し
く
は
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
ウ
及
び
ウ
の
注
又
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
ム
及
び
ム
の
注

中
「

」
と
あ
る
の
は
、
「

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

排
せ
つ
支
援
加
算

排
せ
つ
支
援
加
算

(
)

Ⅳ

（
基
本
報
酬
に
係
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条

令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
注
５
、
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
、
訪
問
看
護
費
の

イ
か
ら
ハ
ま
で
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
、
通
所
介
護
費

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
、
短

期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
、
ロ
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
、
ハ
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
、
ニ
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で

及
び
ホ
の
⑴
か
ら
⑺
ま
で
並
び
に
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ハ
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定

居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
イ

、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及

び
ロ
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
、
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
、
ロ
の
⑴
及
び

⑵
並
び
に
ハ
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
並
び
に
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
イ
及
び
ロ
、
夜
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間
対
応
型
訪
問
介
護
費
の
ロ
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ

、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
、
地
域
密
着
型
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
イ
か
ら
ニ
ま

で
並
び
に
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
及
び
ロ
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費

単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
イ
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
イ
及
び
ロ
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
イ
、
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
費
の
イ
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
、
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
の
⑴
及
び
⑵

、
ロ
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
、
ハ
の
⑴
及
び
⑵
、
ニ
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
並
び
に
ホ
の
⑴
か
ら
⑹
ま
で
並
び
に
介
護
予
防
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
イ
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付

費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の

イ
及
び
ロ
並
び
に
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介

護
予
防
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
指
定
介
護
予
防
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
イ
、

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
及
び

外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
及
び
当
該
サ
ー
ビ
ス
の

単
位
数
並
び
に
限
度
単
位
数
別
表
第
一
の
１
及
び
２
並
び
に
別
表
第
二
の
１
か
ら
３
ま
で
並
び
に
こ
の
告
示
に
よ
る

改
正
後
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
に
係
る
単
位
数
別
表
の
１
か
ら
４
ま
で
に
つ
い
て
、
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そ
れ
ぞ
れ
の
所
定
単
位
数
の
千
分
の
千
一
に
相
当
す
る
単
位
数
を
算
定
す
る
。
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